
児童館
じどうかん

利用
りよう

登録
とうろく

方法
ほうほう

が変わります
か

 
 

児童館
じどうかん

利用
りよう

登録書
とうろくしょ

は
 

、緊 急
きんきゅう

時
じ

に児童
じどう

の保護者
ほご し ゃ

に連絡
れんらく

を取る
と

ため

に使用
しよう

します。今
いま

までは、はじめて児童館
じどうかん

を利用
りよう

するときのみ、

児童館
じどうかん

利用
りよう

登録
とうろく

をしていただいていましたが、今後
こんご

は、利用
りよう

登録書
とうろくしょ

の内容
ないよう

（住 所
じゅうしょ

・名前
なまえ

・電話番号
でんわばんごう

等
とう

）に変更
へんこう

がないか、毎年
まいとし

1回
かい

保護者
ほご し ゃ

に確認
かくにん

していただきます。 

そのため、登録
とうろく

様式
ようしき

を変更
へんこう

しましたので、今
いま

まで登録
とうろく

されてい

る人
ひと

も、お手数
 て す う

ですが、もう一度
  い ち ど

利用
りよう

登録
とうろく

をしてください。 

なお、利用
りよう

登録書
とうろくしょ

の 左
ひだり

半分
はんぶん

（児童館
じどうかん

利用
りよう

について）は

切り離さないで
き  はな

提出
ていしゅつ

してください。登録
とうろく

を受付け
うけつ

た時
とき

に受付印
うけつけいん

を

押して
お

お返し
  かえ

します。 

 

 


